平成17年(ラ)第１３５５号 遺伝子組換え稲の作付け禁止等仮処分即時抗告事件
抗　告　人　　山　田　 　稔　ほか１１名
相　手　方　　(独) 農業・生物系特定産業技術研究機構

抗告人準備書面 (１３)
２００５年１０月４日
　東京高等裁判所　民事第５部 御中
抗告人ら訴訟代理人　弁護士　　神　山　美智子

同　　　　　　　弁護士　　柏　木　利　博
同　　　　　　　弁護士　　光　前　 幸　一
同　　　　　　　弁護士　　近藤 卓史
同　　　　　  　弁護士　　馬　　場　　　 秀　　幸

同　　　　　  　弁護士　　柳原　敏夫
１、はじめに

　相手方（以下、債務者という）の準備書面(５)及び書証（乙１１７～１１９）は、長い沈黙の末ようやく提出された抗告審における債務者の初めての反論であるが、その内容たるや、
まず、抗告人（以下、債権者という）が抗告審で明らかにした本野外実験の問題点の核心（準備書面(11)）に対して一切口を閉ざした全くの肩透かしのものであり、
その一方で、今回初めて、「科学的に公知」（９頁第６、２）と称するディフェンシン耐性菌問題に関する新たな主張（６～７頁）を持ち出すに至ったが、それは初歩的な科学的知識のレベルですら誤った杜撰な主張というほかない。

２、ディフェンシン耐性菌問題に関する債務者の誤り

(1)、まず、債務者は、第４、１（５頁）で、ディフェンシン耐性菌問題に関する債権者の主張を要約しているが、耐性菌の影響に関する(8)から(13)について、債権者はこんな順番で主張をしたことは一度もない。いったいどこでそんな主張がなされているのか、明らかにされたい。

(2)、次に、債務者が「科学的な考察においても生じようがない」（6頁２）と言い切った今回の主張の最大の目玉である「ディフェンシン耐性菌がイネの細胞から外部に出る可能性は存在しない」（６頁３）は、科学的にみて完全に誤ったものである。その誤りを理論面からも、実験面からも余すところなく解明したのが、今回提出した金川意見書（甲１２５）である。債権者は、この金川意見書で、ディフェンシン耐性菌問題は決着を見たと確信している。

3、 交雑の可能性に関する債務者の主張

債務者は、本野外実験の問題点のひとつである「交雑の可能性」についても、あれこれ反論をしているが、その中身たるや、
一方で、「イネの花粉の交雑能力の時間」とは、生物学的に見た交雑能力のことか、それとも人工受粉という特定の目的に用いる場合に適切なイネの花粉の寿命のことか（債権者準備書面(11)4頁(a)の争点）という肝心要の核心については、一言も明らかにせず、
他方で、それ以外のことについて、専門家の目から見て「一言で言って、身の入らない、中身の薄い、蒸し返しで、肝心なところには全く触れずじまいの」（生井陳述書(2)６頁。甲１２４）主張でしかない。

そのことを明らかにするため、受粉生物学の専門家生井兵治氏の陳述書(2)（甲１２４）を提出する。

４、結語

以上の通り、今回の債務者の主張、立証とこれに対する債権者側の証拠により、次のことが明らかになった。

一方で、債権者が準備書面(11)で明らかにした本野外実験の問題点の核心に対して、債務者には積極的に反論するものが何ひとつないこと、

他方で、今回、債務者が起死回生の一打として持ち出した「科学的に公知」と称する「ディフェンシン耐性菌がイネの細胞から外部に出る可能性は存在しない」という主張は、初歩的な科学的知識のレベルですら誤った、撤回するしかないような杜撰なものであること。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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